
平成３０年３月

平成２９年度学校における「食物アレルギー・アナフィラキシー事例」について

岡山県教育庁保健体育課

 平成２９年４月～１２月１５日の間に岡山県内（岡山市を除く。）で発生し、岡山県教育

庁保健体育課に報告のあった事例について、医師・消防機関・学校代表等で構成する岡山県

食物アレルギー対応委員会において検討した結果及び内容等について報告します。

 各学校及び調理場においては、報告事例からの学びを有効に活用し、食物アレルギーを有

する児童生徒が、安全・安心な学校生活を送ることができるよう、必要に応じて校内組織体

制の見直し・充実を図るようお願いします。

Ⅰ 食物アレルギー・アナフィラキシー事例の特徴

１ 小学１年生及び高校１年生に事例が多い。（資料 グラフ１） 

２ ４月、５月、６月の年度初めに事例が多い。（資料 グラフ２） 

３ 発生時刻は、１２～１３時が多い。（資料 グラフ３） 

４ 原因となった場面は、給食や昼食が多い。（資料 グラフ４） 

５ 原因食材に接触した後すぐに発症していない事例も多い。（資料 グラフ４） 

６ 発症の場面では体育の時間が最も多い。（資料 グラフ４） 

食物アレルギー事例は、入学時に発生することが多いと考えられます。教職員や

環境が変わった本人、保護者にとっても、対応に慣れていない可能性がありま

す。また、学校において、生活管理指導表の提出を求める等医師からの正しい情

報の収集が間に合っていない事例もみられました。 

一方、中学校からの事例報告がないが、事例がないのではなく、学校内でのアレ

ルギー事例の共有と報告について周知不足の可能性があります。

食物アレルギー事例は、教職員、本人、保護者が新たな体制に慣れていない年度

当初に起こっていると考えられます。 

食物アレルギー事例は、学校において管理している給食や、保護者・本人が持参

した昼食でも多く発生しています。 

食物アレルギー事例は、接触した後すぐに症状が起こるのではなく、食後の運動

時に発症することが多くあります。 
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７ 原因食物に触れるに至った要因として、最も多かったのは、組織対応の体制不足

であった。（資料 グラフ５） 

８ 保護者や本人の軽視、保護者の確認不足が要因となった事例も多い。（資料 グラ

フ５） 

９ 発症の状況は、運動誘発が多く、今まで症状が起こったことがない児童生徒に発

症した事例も５例みられた。（資料 グラフ５） 

10 医師からの正しい情報を得る手段である生活管理指導表を取得していない事例が

あった。（資料 グラフ６） 

11 保護者がアレルギーの既往を学校に申し出ていないまま、発症時に初めて学校が

把握する事例もあった。（資料 グラフ６） 

12 原因食物は、未確定となっている事例が最も多い。（資料 グラフ７） 

13 特定原材料以外でも事例は起こっている。（資料 グラフ７） 

14 食物アレルギーを有する児童生徒は、その他アレルギーも半数以上で有してお

り、内訳としては、ぜん息が最も多かった。（資料 グラフ８） 

15 発症した事例では、軽症が最も多かったが、中等症以上では、アナフィラキシー

の状態が多くみられた。（資料 グラフ９） 

アレルギー対応は、保護者も含め誰か一人の責任で行うものではありませんが、

多くの学校で、組織対応の体制が不足している可能性があります。 

また、保護者及び本人のアレルギーについての知識が不足していることが考え

られます。 

今までは軽い症状しか経験がない児童生徒でも、運動をすることで激しい症状

を呈することがあります。また、アレルギーの既往がない児童生徒でも、日頃と

同じ行動の中で突然発症することがあります。 

学校生活を安全・安心に過ごすためには、生活管理指導表の提出が必須であるこ

とを保護者・本人に対して、理解を促す必要があります。 

原因食物が未確定のため、未然防止ができにくい現状があります。また、特定原

材料以外の食物にも注意が必要です。 

食物アレルギーを有する児童生徒は、その他のアレルギーについても適切に管

理する必要があります。また、発症時の重症度を全ての教職員が評価し、対応で

きるようにする必要があります。 
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Ⅱ 学校における食物アレルギー対応の留意点（事例からの学び） 

１ アレルギー疾患対応時の基本の遵守 

Ⅲ．事例一覧 

   別紙（案）

（資料）報告事例集計結果（グラフ）

     掲載：③、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫、⑭

２ 未然防止対策の徹底 

★未然防止を図るためには、原因食物の特定が重要 

・医師による正しい診断が重要であり、保護者からの曖昧な申し出だけでは、未然防止

を図ることはできません。 

 ・原因食物の特定について保護者と入学前に相談することも大切です。 

原因食物の特定のためには・・・ 

 ・医師に何を食べていたらどのくらいで何が起こったのか詳しく話す。（因果関係が明ら

かな場合） 

 ・確定診断のための検査である「食物経口負荷試験」の実施の検討。 

  →『岡山県における食物アレルギー食物経口負荷試験実施施設』一覧参照 

★原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）の徹底 

 委員会の質疑より 

★保護者に対するアレルギー疾患についての啓発 

・保護者がアレルギー疾患について知識を得ることで、学校での未然防止対策の理解につ

ながります。

Q：保護者から「卵２０ｇまでは子どもの成長のために食べるよう医師の指示が出て

います。学校でも食べさせてください。」と言われていて、困っています。 

A：学校においては、安全安心に過ごすため、国の方針に基づき対応することはでき

ません。ご自宅でのみ対応するよう、お願いしてください。 

★【学校におけるアレルギー疾患対応の三つの柱】（文部科学省） 

 １ アレルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有  

  ・「ガイドライン」、特に「学校生活管理指導表（医師の診断）」活用の徹底 

２ 日常の取組と事故予防  

  ・学校生活管理指導表の「学校生活上の留意点」を踏まえた日常の取組 

  ・組織対応による事故予防 

３ 緊急時の対応  

 ・研修会・訓練等の実施、体制の整備 
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★保健調査提出後に発症した場合、保護者から報告がなされる仕組みづくり 

・学校と家庭が連携し、アレルギーに限らず様々な情報交換ができる体制が大切です。

★学校での組織対応の体制づくり 

 ・食物アレルギー対応委員会等において、校長の責任のもと、個別の取組プラン等対応

方法の詳細について決定します。 

・学校、保護者、給食センター、教育委員会が連携し、食物アレルギー対応の役割分担等

について見直し、ダブルチェックができる体制づくりが必要です。 

皆さんは、「忘れる」「間違える」ことはないですか？

学校からの報告では、考えられる原因として、「教職員の対応ミス」が多く選択されてい

ました。誰でも「忘れる」「間違える」ことはあります。その時に、他の誰かが気づき、修

正ができる体制づくりをお願いします。そのことが、大切な子どもの命と同時に、自分自

身と同僚を守ることにつながります。 

★アレルギー疾患を有する児童生徒への指導 

・本人に自分のアレルギー疾患について理解させ、自分の安全を守る方法を身に付けさせ

ることが必要です。 

★周囲の児童生徒への指導 

・周囲の児童生徒の気づきから事故の未然防止につながることがあります。「個人情報」で

あっても、保護者に理解を求めることが大切です。 

・周囲の児童生徒の行動が原因の事故の危険が低くなります。 

３ 適切な緊急時対応の徹底 

★食物アレルギーは、「いつでも」、「どこでも」、「だれにでも」起こる可能性があります。

・今まで症状が起こったことがない児童生徒も発症する可能性があり、食物アレルギー

以外のアレルギーを有する場合には、食物アレルギー発症のリスクが高い。 

・口腔アレルギー症候群は、学校給食で初めてキウイフルーツやびわ等の果物を口にし

た時に発症する場合もある。 

★健康観察の徹底 

 ・学校管理下のあらゆる場面における全教職員による健康観察が重要です。 

・体調の変化を感じた際に、教職員に児童生徒が申し出やすい体制づくりが必要です。 

★適切な緊急時対応の基本 

 ・子供から離れず観察 

・助けを呼ぶ（チームワークが大切、役割分担） 

・緊急性が高いアレルギーがあるか、５分以内に判断 

・必要な（迷った）場合は、エピペン の使用、心肺蘇生・AEDの使用 
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★食物アレルギーは急激な悪化を起こし得るものとして対応すること 

 ・原因食物に触れた場合には、一人にさせないことが大切です。 

搬送時の注意点 

・体位の変化などで悪化する場合も考え、安全を考えた搬送方法の選択をする（特にア

ナフィラキシーの既往がある場合は、要注意） 

・保護者・本人に対して、説明をした上での搬送方法の相談 

・保護者等搬送者がエピペン を使用することができるかどうかの確認 

★アナフィラキシー発症時は動かさない。

トイレに行きたいとの訴えがあった場合 

・軽度で症状が限局していることが明らかな場合を除いて、基本的にトイレであっても

動かさない。 

・頭位を上げることで血圧が不安定な状態だと心臓が空打ちし心停止することもあり得

る。 

・腹痛はアレルギー症状の一つであり、起こりうるものと考えて、準備をしておく必要

がある。 

・紙おむつや吸水シートといったものを保健室で準備しておくことも検討する。 

★アナフィラキシー発症から３０分以内のアドレナリン使用が生死を分ける。 

・保護者から発症後３０分待つように依頼があったとしても、救命を優先し、学校がエピ

ペン 使用に該当すると判断するときは、すぐに使用することを事前に保護者と確認し

ておくことが重要です。 

・バイタルサインの確認を行い、数値を参考としながら症状で対応を判断することが大切

です。 

★教職員の研修の重要性 

・迷うことを減らすために、シミュレーション研修を多く行い、判断の精度を上げておく

必要があります。 

・教職員個々の当事者意識を高めていくことが大切です。 

★対象児童生徒のへの指導の重要性 

・自分のアレルギー疾患をしっかり理解し、症状時に対処ができる力をつけておくこと

が大切です。 

★周囲の児童生徒への指導 

・何か異変があった時に周囲の大人に助けを求める力を身に付けさせることが大切で

す。 
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Ⅲ　平成２９年度　食物アレルギー・アナフィラキシー事例一覧

有
無

喘
息

ｱﾄ
ﾋﾟｰ

動
物

鼻
炎

原因
食物

疑われる
食物

1
小
3

4 有 13
給
食

給
食

無 無 無
軽
症

り
ん
ご

－

りんご入りマーラーカオを食べた時、りんご（シロップ
煮）と気づかず食べ、二切れ目を食べたところ、のど
に違和感を覚えたので、喫食を中止した。
保健室へ来室したため、うがいをし、安静を保つた
め経過観察。保護者へ連絡し、学校生活を通常ど
おり行ってよいとの判断を受け、通常どおりの時間に
徒歩で帰宅させた。

・給食センターと除去食対応をし
ていない者の対応について話し
合った。
・保護者に明細表の内容をより
詳細に把握してほしいと依頼し
た。

・市町村教委、学校、保護者、給食センターが連
携し、役割分担等について見直し、ダブルチェック
ができる体制作りをする必要性
・管理指導表を取得し、正しい情報を得ることの重
要性

【！注意！】
詳細な献立表の提供もレベル１の対応と考えられ
るため、管理指導表の取得は必ず必要である。

2
小
3

4 有 12
給
食

給
食

無 無
軽
症

り
ん
ご

－

事例１と同一児童。
コロッケサンドを食べている途中で、のどに違和感を
覚えたので、喫食を中止した。ソースにりんごが含ま
れていた。
保健室へ来室したため、うがいをし、安静を保つた
め保健室で経過観察。保護者へ連絡し、学校生活
を通常通り行ってよいとの判断を受け、通常どおりの
時間に徒歩で帰宅。

・給食センターと除去食対応をし
ていない者の対応について話し
合った。
・保護者に明細表の内容をより
詳細に把握してほしいと依頼し
た。

・りんご等の果物類は、ソース等の調味料に使用さ
れていることがあり、見落としがちなため、慎重な確
認が必要
・管理指導表を取得し、正しい情報を得ることの重
要性

【！注意！】
詳細な献立表の提供もレベル１の対応と考えられ
るため、管理指導表の取得は必ず必要である。

3
高
1

5 有 12
昼
食

昼
食
後

申
請
中

有 有 ○ ○

軽
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ
シ
ー

卵

焼き豚のた
れの照りの
ために使わ
れていたと
考えられ
る。

12:20弁当に入っていた焼き豚を食べ、気持ち悪く
なったと訴え、保健室へ来室。腹痛、吐き気、のど
のかゆみ、口唇の腫れといった症状が見られたの
で、担任へ連絡。
12:25内服薬(プレドニン2錠、アレロック1錠)を服
用。本人が救急車を嫌がったこともあり、12:30保護
者へ連絡し、15分後祖母が迎えに来られることに
なった。12:45緊急時指定病院へ連絡、状況の説
明、内服薬で様子をみるよう指示があった。13:00
祖母到着。車に本人が自分で乗り込み医療機関に
向かったが、車内でおう吐、医療機関到着時には、
エピペン を使用しても良かったと医師から言われ
た。

・学校内での行事などでは気を
付けていたが、お弁当でも発症
する可能性があることがわかっ
た。普段から緊急時に対応出来
るよう、体制を徹底しておく。

【委員会からの助言】
・医療機関到着時には、重症に変化していたと思
われる事例である。
・保護者・本人に対して、アレルギーは急激な悪化
を起こしうるものとして、説明をした上で搬送先を相
談すると良いだろう。
・保護者に引き渡す場合も、エピペン を使用する
ことができるかどうかを確認すると良い。
・体位の変化などで悪化する場合も考え、安全を
考えた搬送方法の選択をする必要がある。

・アレルゲンは、外観では見えない場合が多いの
で、市販品を利用する場合は、保護者や本人をは
じめとする関係者が、含有量が少量であっても表
示をしっかり確認する必要があること。

4
小
3

4 有 13
給
食

清
掃
時
間

有 有 有 ○ ○
中
等
症

未
確
定

保護者が主
治医に確認
すると小麦
が原因で、
運動誘発性
の可能性が
あるとのこ
と。

13:45外掃除後に教室でかゆみを訴えた。全身じん
ましん、暑さを訴えスクールサポーターが付き添い、
保健室来室。体中に発疹が出ていた。
13:55保護者へ連絡。頓服を飲ませて、頓服を服
用し３０分以内に治まらない時にエピペン を使用す
るよう保護者より依頼を受けたため、預かっている頓
服を服用。顔のじんましんが治まるが、体のかゆみ
があり、ベッドに寝かせる。
14:25父親が来校。エピペン は打たず、様子をみる
と連れて帰った。

・当分は午後の運動は休ませ
る。
・今後、全身症状、嘔吐下痢症
状、呼吸器症状のうち一つでもあ
ればエピペン を使用すること。
・保護者連絡をする際に、連絡
票を担任が持っていたため、職
員室からすぐに連絡ができなかっ
た。連絡票を職員室の定位置に
置いておくように全体へ指示し
た。

【委員会からの助言】
・学校は、保護者からの依頼を優先しがちだが、保
護者は現在の状況を把握しているわけではない。

「症状チェックリスト」等を参考に、エピペン 使用に
該当すると判断するときは、救命を優先し、学校側
で使用させてもらうことを事前に確認しておくことが
重要。個別の取組プランに記載するなど書面等で
残しておくことも有効である。
・エピペン は、迷ったら使用するのが基本だが、迷
うことを減らすために、シュミレーション研修を多く行
い、判断の精度を上げておく必要がある。
・バイタルサインの確認を行い、数値を参考としな
がら症状で判断することが大切である。

・原因食物が特定されないと、未然防止が図れな
い場合があること。

管理
指導表

No
.
学年

発
症
歴

月
時
刻

（
時

）

原
因
に
触
れ

た
場
面

（
疑

い
含
む

）

発
症
し
た

場
面 学校が考える再発防止策

委員会からの助言
各事例から学ぶ視点

エピペン
処方

その他ｱﾚﾙｷﾞｰ 発
症
時
の

重
症
度

概　　要

原　因
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有
無

喘
息

ｱﾄ
ﾋﾟｰ

動
物

鼻
炎

原因
食物

疑われる
食物

管理
指導表

No
.
学年

発
症
歴

月
時
刻

（
時

）

原
因
に
触
れ

た
場
面

（
疑

い
含
む

）

発
症
し
た

場
面

学校が考える再発防止策
委員会からの助言
各事例から学ぶ視点

エピペン
処方

その他ｱﾚﾙｷﾞｰ 発
症
時
の

重
症
度

概　　要

原　因

5
小
2

5 有 14
昼
食

休
憩
時
間

有 有 有 ○

中
等
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ

シ
ー

卵 －

弁当持参の日だった。
14:40教室で下校準備中に、顔面のかゆみ、赤み
を訴えて担任とともに保健室へ来室。じんましん・か
ゆみ（顔面、背中、首、かゆみは頭も）・咳あり。患部
を冷却しながら話しを聞き、保護者に服薬・受診に
ついて連絡。
15:05内服薬を服用。タクシーで搬送し保護者へ引
き渡す。
主治医の診断で、その後、姉の弁当とのおかずの取
り違えを原因とする卵の摂取による発症が分かり、
病院で保護者がエピペン を打った。早いうちの内服

・保護者と相談し、今後は弁当
持参の日の中身確認を担任や
養護教諭が行う事とする。

・保護者が準備したものであれば、安心だと考える
のではなく、食物の関与が疑われる時には、アレル
ギーと考え、学校では緊急時の対応ができる体制
を整えておくことが重要。
・保護者と学校との確認体制だけでなく、家庭内で
のチェック機能を考えてもらうよう促すことや、本人
の成長に合わせて自分で確認する力を育てていく
事も学校外においても安全に過ごすためには大
切。

6
小
1

5 有 12
給
食

給
食
後

無 有 ○
軽
症

小
麦

－

給食センターでは除去食を調理していないため、学
校側で該当料理を配膳しない形で対応。該当児童
の給食を一番最初に配膳し、担任が確認した。その
後、給食当番の児童が、本児の机にマカロニ(小麦)
入りのスープを配る。スープを飲んでしまったところ
を担任が発見し、すぐにうがいをさせる。給食後、安
静を保ち、経過観察。
左右の口の脇に発疹が出たので、保護者と連絡を
取り合いながら、発疹部分を冷却する。運動を禁止
し、安静を保つうちに症状が治まる。

・食べる直前に、もう一度確認す
る。

【！注意！】
・保護者との連携のもと、管理指導表を取得し、正
しい情報を得た上で初めて対応が可能である。
・給食センターは、規模等の理由から除去食を調
理できない場合がある。学校で、配膳間違いによる
誤食を防ぐために、該当料理を「食べない」のでは
なく、家庭から持参した代替料理と「置き換える」と
いう方法もある。いずれの対応方法を選択しても、
複数の目で確認できる体制づくりが大切であるこ
と。

7
小
3

5 有 17
給
食

帰
宅
後

無 有 ○
軽
症

未
確
定

背の
青い魚

さば以外は、体調次第では食べれるとのことだった
ので、さわらを本人との確認のもと食べた。帰宅後に
太股内側にじんましんが発症したと保護者より連絡
があった。
学校は、保護者から口頭でさばにアレルギーがある
と聞いており、さわらがアレルゲンであるという認識が
なかったため対応出来なかった。

・保護者から口答で聞いた情報も全
職員で共通理解する。
・保健調査票を保護者に記入しても
らい、給食時の対応の確認をする。
・月ごとの献立表のアレルゲンにつ
いて保護者と連絡･確認し、給食時
に配膳確認する。

【！注意！】
・保護者との連携のもと、管理指導表を取得し、正
しい情報を得た上で始めて対応が可能である。

8
小
1

5 有 12
給
食

発
症
な
し

無 無

症
状
な
し

ご
ま

－

給食配膳時、保護者が記入した「もりつけ表」に対
応の印がないことを確認し、通常配膳をした。
給食後、児童本人から「しそひじき和えにごまが入っ
ていたので、除きながら食べた」との申し出があっ
た。保護者に連絡し、状況説明と相談。学校で経過
観察したが、発症はしなかった。下校時は、担任が
付き添い、家まで送り届け、保護者へ引き渡す。

・保護者にアレルギー対策表を
再配布し、原因食物の有無を確
認し、もりつけ表に記入してもらう
ことにした。

【！注意！】
・保護者との連携のもと、管理指導表を取得し、正
しい情報を得た上で始めて対応が可能である。
・保護者からの要望のみを頼りに対応している。市
町村教委、学校、給食センター、保護者が連携し
て、役割分担等について見直し、ダブルチェックが
できる体制作りをする必要があること。

9
高
3

4 有 12

休
憩
時
間

体
育

有 有 無

重
症
ア
ナ
フ

ィ

ラ
キ
シ
ー

未
確
定

数種類の検
査をしたが、
どれにも反
応がある。
本人は米だ
と思ってい
る。

11:50休み時間にグミを３粒食べる。12:00体育で
シャトルランをし、12:30のどの違和感と呼吸のしづ
らさを感じ、吸引薬を使用した。12:40教員とともに
保健室へ来室。保護者に連絡すると「30分以上症
状が続くようであればエピペン を」と申し出がある。
13:10症状が改善されず、本人がエピペン を打ち、
その後13:24救急搬送。

・運動前2時間は何も食べない
事を徹底する。
・授業中に本人の体調について
注意を払うこと。

・原因食物が特定されないと、未然防止がはかれ
ない場合があること。
・本人に自分のアレルギー疾患について理解をし、
自分の安全を守る方法を身に付けさせる必要性
・事例20に続く。
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有
無

喘
息

ｱﾄ
ﾋﾟｰ

動
物

鼻
炎

原因
食物

疑われる
食物

管理
指導表

No
.
学年

発
症
歴

月
時
刻

（
時

）

原
因
に
触
れ

た
場
面

（
疑

い
含
む

）

発
症
し
た

場
面

学校が考える再発防止策
委員会からの助言
各事例から学ぶ視点

エピペン
処方

その他ｱﾚﾙｷﾞｰ 発
症
時
の

重
症
度

概　　要

原　因

10
小
3

6 有 13
給
食

昼
休
み

有 有 有 ○ ○

中
等
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ

シ
ー

未
確
定

うどん・牛
乳・小麦

事例４と同一児童。
給食で「牛乳、うどん、ガラエビのからあげ、野菜の
甘酢和え」を食べた30分後、運動場で遊んでいた
際にかゆみを訴える。全身じんましん、暑さを訴え、
保健室へ来室。顔の腫れや、咳が少し出た。保護
者に連絡。預かっていた頓服薬服用。かゆみが少し
引いたが、冷やしながら経過観察。その後保護者へ
引き渡した。

・保護者と面談を行った。
・当分は午後の運動は休ませる。
・今後、全身症状、嘔吐下痢症状、
呼吸器症状のうち一つでもあればエ

ピペン を使用すること。
・発症時の写真を渡し、受診の際に
役立てる。
・牛乳がアレルゲンの可能性も高い
ため、学校での牛乳の飲用を半分
にする。

・原因食物が特定されないと、未然防止が図れな
い場合があること。
・保護者に対するアレルギー疾患についての啓発
の必要性

【！注意！】
・牛乳アレルギーを有する場合は、飲用を半分に
するといった多段階的な対応をするのではなく、完
全除去（飲用するかしないかの２者択一）としなけ
ればならない。

11
小
1

6 無 13
給
食

歯
科
検
診

初発 有 ○
中
等
症

未
確
定

キウイフ
ルーツ

アレルギー既往歴がなかったので、通常通り給食
（牛乳、キーマカレー、フレンチサラダ、キウイフルー
ツ）を食べた。担任に歯科検診時に本人から「しんど
い」と訴えがあった。顔を確認したが変化がなく、教
室へ戻って休むよう指示。支援員が検温。咳・鼻
水・顔が赤いが発疹はみられなかった。5時間目授
業時に顔が赤いことに気づき担任が声をかけるが本
人が大丈夫ということで下校させる。帰宅後に全身
に発疹が出ていることに保護者が気づいた。保護者
がすぐに病院へ連れて行きエピペン を打ったと報
告があった。

・児童の体調の様子に、気になる
ことがある場合は、必ず養護教
諭に児童を見てもらい対応につ
いて相談する。
・養護教諭不在時は、管理職に
報告し相談する。

【委員会からの助言】
・症状が見られる場合は、大人と共に下校するよう
ルール化した方が良い。また、アレルギーは悪く
なっていくことがあることを視野に入れて安全に帰
すことが大切である。教職員個人の意識を高めて
いく事が大切である。
・キウイフルーツによる口腔アレルギー症候群が疑
われ、学校給食で初めて口にする果物（他にはび
わ等）を原因として発症する例が多い。
・食物アレルギー以外のアレルギーを有する場合
には、アレルギー発症のリスクが高いことを知ってお
くことが今後に有効となる。

・全教職員がアレルギーの正しい知識を持ち、適
切な対応ができるようにするための研修の必要性
・アレルギーは動くことで急激に悪化する可能性を
考慮した対応の必要性
・既往歴がなくても、日常生活の中で急に発症する
ことがある。
・対象者がいなくても、緊急体制を整える必要性

12
小
1

6 無 13

清
掃
時
間

清
掃
時
間

初発 無

重
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ
シ
ー

給食（キーマカレー、フレンチサラダ、キウイフルー
ツ）を食べ、13:35昼休み後の掃除に向かう途中で
息苦しくなったため、教室で休ませた。13:40回復が
見られないので保健室へ。13:50保護者へ連絡しア
レルギー、持病はないことを確認。13:55状態が良く
ならないので救急要請。足を高くさせ、呼吸のしや
すい体勢で寝かせる。吐き気もあったので横向きで
寝かせた。14:05救急搬送。

・今回のアレルゲンは、植物だっ
たためむやみに植物に触れるの
は避け、外遊びのあとは手洗いを
徹底させる。
・念のため、不安のあるフルーツ
等を家庭で食べてみて様子を見
る。

・植物によるアレルギーと診断されているが、症状
や当日の給食にキウイフルーツがあり、昼休みや清
掃で体を動かしていることから、食物アレルギーの
可能性も考えられる。
・既往歴がなくても、日常生活の中で急に発症する
ことがある。
・対象者がいなくても、緊急体制を整える必要性

【！注意！】
・食物アレルギーを疑ったとしても、学校が家庭で
の摂取をむやみに勧めることは危険である。医療
機関に受診を勧め、正しい診断を求めること。

植物（ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ､
ｶﾓｶﾞﾔ）
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有
無

喘
息

ｱﾄ
ﾋﾟｰ

動
物

鼻
炎

原因
食物

疑われる
食物

管理
指導表

No
.
学年

発
症
歴

月
時
刻

（
時

）

原
因
に
触
れ

た
場
面

（
疑

い
含
む

）

発
症
し
た

場
面

学校が考える再発防止策
委員会からの助言
各事例から学ぶ視点

エピペン
処方

その他ｱﾚﾙｷﾞｰ 発
症
時
の

重
症
度

概　　要

原　因

13
小
1

6 有 13
給
食

給
食

初発 有 ○
軽
症

い
か

－

給食のいかフライをごく少量食べた。唇が赤く腫れ、
痛みを感じたので食べるのをやめた。幼少期にえ
び、かにの既往はあったが改善していたので、保護
者からの対応希望もなく、給食での対応はなかっ
た。うがいをさせ、患部の冷却を行い、安静にさせ
た。保護者に連絡を取り、保護者へ引き渡した。そ
の後保護者と共に病院を受診した。

・給食での対応について、学校生
活管理指導表を主治医に記入し
ていただいた。
・保護者との面談を行い、対応に
ついて共通理解をする。

★いかについては初発と考えられるが、幼少期の
えび・かにについて「改善した」と判断し、学校給食
で対応していない。しかし、えび・かには、成長して
も耐性が獲得出来る可能性が低い食材であり、医
師の診断に基づいた安全な対応が求められる。
・既往歴がなくても、日常生活の中で急に発症する
ことがある。
・対象者がいなくても、緊急体制を整える必要性

14
高
2

7 有 19

修
学
旅
行

修
学
旅
行

有 有 有 ○

重
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ

シ
ー

未
確
定

－

修学旅行中に、18:30中華料理バイキングを食べ
る。19:30ホテルに歩いて戻る途中で、喉が締め付
けられるような感覚になる。19:58顔にじんましんが
でき始めた事を確認し、他生徒が担任と養護教諭
を呼んだ。20:01顔全体が腫れ、全身にじんましん
が出ている。担任と本人が一緒にエピペン を打ち、
救急搬送を依頼。救急車が来るまで、足を高く上
げ、患部を冷却したり本人の状態を観察した。
20:34救急搬送、病院で入院治療した。

・運動前は、食べ物だけでなく、
本人の健康状態、その日の気
温・湿度等も合わせて確認する。

【委員会からの助言】
・旅行先であることを踏まえた事前対策が重要では
ないか。（原因食物の特定等）

・原因食物が特定されないと、未然防止が図れな
い場合があること。
・本人が自分のアレルギー疾患について理解をし、
自分の安全を守る方法を身に付けさせる必要性

15
高
2

8 有 12

自
宅
朝
食

部
活
動

申
し
出
な
し

無

重
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ
キ
シ
ー
シ

ョ
ッ
ク

え
び

－

10:00頃自宅でえびフライを摂取。12:15頃部活動
へ行き、走っている際に身体のかゆみと気分不良を
感じ自主的に休んだ。体調が悪化してきたので、顧
問へ報告。12:30顧問と保健室来室。顔色が悪く、
すぐに横になる。発汗、鳥肌、舌と唇に違和感等症
状が見られた。12:35保護者と連絡を取っている時
に腹痛を訴え顧問とトイレへ。すぐに救急搬送を依
頼。12:39保健室へ戻ってくると呼吸が苦しいと訴え
たため、気道確保・下肢挙上。12:45救急車到着

・全教職員で事例を周知し、情
報共有した。
・生徒、保護者と面談を行い今
後の対応について相談した。学
校生活管理指導表を提出しても
らった。
・自身の食物アレルギーを正しく
理解してもらい、適正に管理して
いく必要がある。

【委員会からの助言】
・軽度で症状が限局している場合を除いて、基本
的にはトイレであっても動かさないことが基本であ
る。動かすことで、アレルギーは急激に悪化するこ
とがあり得る。頭位を挙げることで血圧が不安定な
状態だと心臓が空打ちし心停止することもあり得
る。腹痛はアレルギー症状の一つであり、起こり得
るものと考えて、準備をしておく必要がある。
・紙おむつや吸水シートといったものを保健室で準
備している学校もある。
・えびを食べて2時間半は運動をしないとか、ス
ポーツの前には食べないと認識できればよいが、こ
のケースはエピペンを処方してもらった方がよいと
考えられる事例である。

・本人が自分のアレルギー疾患について理解をし、
自分の安全を守る方法を身に付けさせる必要性
・調査時以降のアレルギーの発症状況の確認の必
要性
・保護者に対するアレルギー疾患についての啓発
の必要性
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有
無

喘
息

ｱﾄ
ﾋﾟｰ

動
物

鼻
炎

原因
食物

疑われる
食物

管理
指導表

No
.
学年

発
症
歴

月
時
刻

（
時

）

原
因
に
触
れ

た
場
面

（
疑

い
含
む

）

発
症
し
た

場
面

学校が考える再発防止策
委員会からの助言
各事例から学ぶ視点

エピペン
処方

その他ｱﾚﾙｷﾞｰ 発
症
時
の

重
症
度

概　　要

原　因

16
高
1

9 有 12
昼
食

昼
食

有 有 有 ○

重
症
ア
ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ
ー

未
確
定

小麦の食物
依存性運動
誘発アナ
フィラキシー
はあるが、
今回は小麦
が入ってい
ない。

12:05教室で弁当（アレルギー対応米・卵焼き・こん
にゃくの煮物）を食す。12:10担任と共に保健室へ
来室。腹痛、吐き気、のどの腫れを訴える。12:22
内服薬を服用後、腹痛・息がしにくいと訴え、本人
が12:41エピペン を打つ。12:47救急搬送し、搬送
先の病院にて保護者へ引き渡す。

・原因が明確でないため、症状が
出た時点で早急に保護者に連
絡･緊急対応を考える必要があ
る。
・教員へ情報提供・対応につい
ての周知徹底を求める。

・アレルギーか持病かが特定されていない事例で
ある。
・アレルギーの原因食物が特定されないと、未然防
止が図れない場合があること。

17
小
3

9 有 12
給
食

発
症
な
し

有 有 ○ ○

症
状
な
し

小
麦

－

本来なら担任が食べる前にチェックをするが、それ
を忘れ、誤って普通食を少量食してしまったが、す
ぐに気づいて食べるのを控えさせた。その後、保護
者と連絡を取り、今後の対応を相談して、1時間程
保健室で休ませた。その後、6時間目まで授業を受
け、保護者へ引き渡す。

・除去食の時は代替食持参となって
いるが、当日パンの代替のおにぎり
のみだったので、保護者への注意喚
起もお願いした。
・アレルギー対応用冷蔵庫を毎朝
給食担当と受配職員が必ず確認す
る。またその時に中身も確認する。
・担任は「いただきます」の挨拶の前
によく確認するようにする。

・パンとミートソースの両方に小麦が入っているが、
家庭と学校の情報共有ができておらず、保護者
は、パンの代替えのおにぎりのみ用意していること
から、保護者との情報共有の必要性
・１品目に対し１品目用意してもらうよう協力をお願
いするなど、わかりやすい代替え方法の提案
・献立作成の時点で、1食の中にアレルゲンが重な
らないよう検討するなど、対応が複雑化しないよう
にすること。

18
高
1

10 有 13
昼
食

昼
食

申
し
出
な
し

有 ○ ○
軽
症

未
確
定

みかん
※オレンジ既
往あり。

教室の隣の席でみかんを食べていた生徒に気づ
き、抗ヒスタミン薬を服用したが、喉のかゆみが出て
きたので口をすすいだ。その後、保健室へ来室。保
健室で経過観察した。保護者へ連絡を取り、引き渡
しが不可能のため、保健室で経過観察。

・クラスの生徒へアレルギー周知。
・該当生徒が自ら注意するよう指
導。
・アレルギー対応委員会開き、本事
例の共有と緊急時の適切な対応の
確認。
・個別取り組みプランを見直し、きめ
細やかな対応と迅速な対応ができ
るようにする。

【委員会からの助言】
・保護者との連携のもと、管理指導表を取得し、正
しい情報を得ることが大切である。本人の症状に対
する不安から起こっている可能性もある。
・みかんやオレンジは胃酸で分解されて腸まで到
達しないため症状は悪化しにくい。

・目に見えにくい柑橘類のしぶきで反応する場合が
ある。したがって、このようなケースは、他の教職員
や児童生徒と情報共有することで、未然防止を図
る。
・保護者に対するアレルギー疾患についての啓発
の必要性
・本人がアレルギー疾患について理解をし、自分の
安全を守る方法を身に付けさせる必要性

19
高
1

10 無 14
昼
食

体
育

初発 無

中
等
症
ア
ナ
フ

ィ

ラ
キ
シ
ー

未
確
定

ピーナッツ・
甲殻類（か
に）
但し、当日の
摂取は無い

既往歴はなかった。12:00頃昼食（持参の弁当（え
び））13:40～体育14:25授業後、体にじんましんが
出ているのに本人が気づいた。14:35じんましんが
治まらないため、保健室へ来室。14:40のどの違和
感、胸の痛みを訴えたため仰向けで足を高くさせた
状態で寝かせ、経過観察した。14:49保護者に連
絡し保護者が急変を恐れ救急搬送を希望したため
救急搬送要請。15:10救急車到着

・全ての教員が対応出来るように指
導。校内で本事例を共有し、適切な
処置が出来るように、職員会議等で
周知徹底をする。
アレルギーの症状がある生徒への
対応として、動かさず、離れずに対
応を徹底することとした。

・原因食物が特定されないと、未然防止がはかれ
ない場合があること。
・既往歴がなくても、日常生活の中で急に発症する
ことがある。
・対象者がいなくても、緊急体制を整える必要性

20
高
3

10 有 12

自
宅
朝
食

体
育

有 有 無

重
症
ア
ナ
フ

ィ

ラ
キ
シ
ー

シ

ョ
ッ
ク

未
確
定

精密検査結
果、不整脈
の可能性も
ある。

事例９と同一生徒。
12:00～昼食前の体育の授業を受けていた。グラウ
ンドを走り終えた後の移動中に、座り込んでしまっ
た。教科担任が声を掛け、12:10頃から呼吸が荒く
なった。12:16吸入器を使用した。咳、吐き気、息が
しづらいといった症状が出ていたため、12:21エピペ
ン自己投与。救急搬送要請し、救急搬送した。

・アレルギー発症歴をもつ生徒で
あるという意識を持って対応する
こと。
・現在、原因を診断中であるため
判明し次第、担当医からの指示
を確認する。

・事故を未然防止するために、医師の診断により原
因食物を特定しなければならないが、このケースの
場合は、不整脈の可能性も否定できない。まず
は、医師による正しい病名等の診断を求めることの
必要性
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有
無

喘
息

ｱﾄ
ﾋﾟｰ

動
物

鼻
炎

原因
食物

疑われる
食物

管理
指導表

No
.
学年

発
症
歴

月
時
刻

（
時

）

原
因
に
触
れ

た
場
面

（
疑

い
含
む

）

発
症
し
た

場
面

学校が考える再発防止策
委員会からの助言
各事例から学ぶ視点

エピペン
処方

その他ｱﾚﾙｷﾞｰ 発
症
時
の

重
症
度

概　　要

原　因

21
小
3

12 無 13
給
食

体
育

初発 無

中
等
症
ア
ナ
フ

ィ

ラ
キ
シ
ー

未
確
定

えび、いか、
たこ、貝の
可能性（摂
取した）

既往歴はなかったが、普段は嫌いで食べなかった
八宝菜に入っているえびやいかを食べた。その後の
体育の授業時からかゆみが出ていたが、特に報告
せずにいた。次の授業時に担任が児童のじんましん
に気づき保健室へ来室。のどの違和感、咳を数回し
ていたため、受診の準備。保護者と連絡が取れず、
かかりつけの病院へ連絡をし、受診の要請をし、そ
の後病院で保護へ引き渡した。

・検査結果がはっきりするまで
は、魚介類(魚は○)を食べない
ようにする。
・校内緊急対応整備、保護者本
人への指導、受診指導等行って
いる。

・既往歴がなくても、日常生活の中で急に発症する
ことがある。
・対象者がいなくても、緊急体制を整える必要性

22
小
2

12 有 12
給
食

給
食
後

有 無
軽
症

卵 －

マヨネーズ等はアレルギー対応のものを使用し全て
の児童に卵の入っていないものを提供するはずで
あったが、発注時の記載もれのため、アレルギー対
応でないマヨネーズを発注してしまい、全ての児童
に提供してしまった。別のクラスで担任が気づき、サ
ラダを半分食べた状態で連絡が入り、職員室へ連
れて行く。保護者へ連絡し、状況説明。内服の必要
はないと言われる。経過観察中に腹痛の訴えがあ
り、担任が保護者へ連絡し内服薬を服用させる。そ
の後、保護者が迎えにきて引き渡す。

アレルギー対応のものを使用す
るということを全教職員共通理解
のもと、①発注、②検収、③クラ
スへ分ける時、④検食、⑤職員
室での配膳、⑥クラス担任確認
の6段階のチェックを確実に行っ
ていくことを共通理解した。

【委員会からの助言】
・発注時、検収時、提供時等、各段階で確認する
のみならず、複数の職員によるダブルチェックがで
きるよう組織体制を見直すこと。
・本人が確認を行うことの指導も必要である。

23
小
4

12 有 13
給
食

発
症
な
し

有 不明

症
状
な
し

卵 －

マヨネーズ等はアレルギー対応のものを使用し全て
の児童に卵の入っていないものを提供するはずで
あったが、発注時の記載もれのため、アレルギー対
応でないマヨネーズを発注してしまい、全ての児童
に提供してしまった。本人は気づかず、全て食べて
おり、外で遊んでいた。症状は見られなかったが、保
健室で5時間目前まで経過観察をし、放課後保護
者が迎えにきて引き渡す。

アレルギー対応のものを使用す
るということを全教職員共通理解
のもと、①発注、②検収、③クラ
スへ分ける時、④検食、⑤職員
室での配膳、⑥クラス担任確認
の7段階のチェックを確実に行っ
ていくことを共通理解した。

【委員会からの助言】
・発注時、検収時、提供時等、各段階で確認する
のみならず、複数の職員によるダブルチェックがで
きるよう組織体制を見直すこと。
・本人が確認を行うことの指導も必要である。

1
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ヒ
１
小 3 有 女 6 月 12 給食 卵

準備されていた除去食を教
室に運び、配膳後、本人がご
飯の量が多いので減らして欲
しいと申し出たため、給食当
番の児童が卵のついたしゃも
じで本児童のご飯を減らした
が、他の児童から指摘があり
除去食を回収した。

アレルゲンの
入ってない
おかずを多
めにつぎ分
け対応。ご
飯は、保護
者の承諾を
得て、冷凍
ご飯を購入。

除去食を準備したあとは、児
童が減らしたり触ったりすること
のないよう指導。
除去食の対応は担任が行うこ
とを徹底するため、減らす場合
は担任に伝えるよう本児童に
指導。
校内で本事例を共有し、普通
食に使用するしゃもじが除去食
に触れることがないよう徹底す
る。

周囲児
童の気
付き。
周囲児
童への指
導がなさ
れてい
た。

・周知の子どもたちに周知を勧める
ことは大切である。
・原因不明でのアナフィラキシー
は、とりわけの時にお玉ですくった等
大人が知らない場所で子ども同士
の行動で起こっていることもある。
・プライバシーの部分もあるので、保
護者の承認のもとに行う必要がある
が、理解をいただくよう進めると良
い。

ヒ
２
小 4 有 男 12 水 12 給食 卵

マヨネーズ等はアレルギー対
応のものを使用し全ての児童
に卵の入っていないものを提
供するはずであったが、発注
時の記載もれのため、アレル
ギー対応でないマヨネーズを
発注してしまい、全ての児童
に提供してしまった。
本人が気づき、食べることが
できないと担任に訴え、食べ
ることを控えた。

食べてはい
ないが、提
供したことを
保護者へ連
絡。

アレルギー対応のものを使用
するということを全教職員共通
理解のもと、①発注、②検収、
③クラスへ分ける時、④検食、
⑤職員室での配膳、⑥クラス
担任確認の６段階のチェックを
確実に行っていくことを共通理
解した。

本人の
気づき。
配付され
た時に確
認し、担
任に伝え
ることが
できた。

ヒ
３
小 5 有 女 12 火 12 給食 卵

マヨネーズ等はアレルギー対
応のものを使用し全ての児童
に卵の入っていないものを提
供するはずであったが、発注
時の記載もれのため、アレル
ギー対応でないマヨネーズを
発注してしまい、全ての児童
に提供してしまった。
担任がクラスで気づき、本人
へ食べることを控えるよう指
導した。

食べてはい
ないが、提
供したことを
保護者へ連
絡。

アレルギー対応のものを使用
するということを全教職員共通
理解のもと、①発注、②検収、
③クラスへ分ける時、④検食、
⑤職員室での配膳、⑥クラス
担任確認の６段階のチェックを
確実に行っていくことを共通理
解した。

担任の
気づき。
担任がク
ラスで
チェック
を確実に
行うこと
がなされ
ていた。

Ⅳ　平成２９年度　食物アレルギーヒヤリ・ハット事例一覧

委員会からの
助言

原因
食物

概要 対応・処置 再発防止策
防止に
つながった
点

月
曜
日
時
刻
時間
帯

N
o
校
種
学
年
発
症
性
別

1
2



（資料）　平成２９年度学校における「食物アレルギー・アナフィラキシー事例」集計結果

岡山県教育庁保健体育課に報告のあった事例数　２３件　（平成２９年４月１日～１２月１５日）　

１　学年の状況

○小学校低学年と高校１年生の報告が多い。
○中学校からの報告がないが、報告をしていただく事例について再周知が必要。

２　発生月

○年度初めの時期に事例が多い。

３　発生時刻

○１２～１３時台が多い。
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（資料）　平成２９年度学校における「食物アレルギー・アナフィラキシー事例」集計結果

４　原因となった場面（疑い含む。）及び発症の場面

○原因と考えられる場面は、給食や昼食が多い。
○自宅での食事も原因となり得る。
○原因に接触した後すぐに発症していない事例も多い。
○発症の場合は、体育が最も多い。
○原因に接触しても発症がない事例もある。

５　原因食物に触れるに至った要因及び発症の状況（要因の重複あり）

○次いで、保護者や本人の軽視、保護者の確認不足が要因となった事例も多い。
○発症状況は、運動誘発も多くみられ、初めての発症もみられた。

６　生活管理指導表の提出の有無

○原因食物に触れるに至った要因を事務局で検討したところ、最も多かったのは、アレルギー対応を組織で
行うのではなく、担任や担当者個人の責任で行う体制であった等、組織対応の体制不足であった。

○医師からの正しい情報を得る手段である生活管
理指導表を取得していない事例もあった。
○保護者がアレルギーの既往を学校に申し出てい
ないまま、発症時に初めて学校が把握する事例も
あった。
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（資料）　平成２９年度学校における「食物アレルギー・アナフィラキシー事例」集計結果

７　原因食物

○原因食物は、未確定のものが最も多い。
○卵、小麦、えびの特定原材料においても報告されているが、それ以外でも事例は起こっている。

８　食物アレルギー以外のアレルギーの状況

○食物アレルギー以外のアレルギーを有するものが、半数以上であった。
○食物アレルギー以外では、ぜん息が最も多かった。

９　発症時の重症度（アナフィラキシーの状況）

○発症した事例では、軽症が最も多かった。
○中等症以上では、皮膚や消化器、呼吸器のいず
れかに複数の症状を呈するアナフィラキシーの状
態が多くみられた。
○重症事例では、全ての事例でアナフィラキシーの
状態であり、そのうち２例では、全身の症状である
アナフィラキシーショックがみられた。
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有
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その他アレルギー内訳（重複あり）
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軽症 中等症 重症 症状なし

アナフィラキシーショック アナフィラキシー 症状限局
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